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成田空港給油施設株式会社 

 

「女性活躍推進法」に基づく一般事業主行動計画   

  

 

女性従業員がその個性と能力を十分に発揮して、職業生活において活躍できる社会の実

現を目指すことを目的に、次の行動計画を策定する。 

 

１．計画期間   

２０２２年 ４月 １日 ～ ２０２７年 ３月３１日までの５年間 

 

２．目標 

従業員一人当たり年次有給休暇取得率を 80％以上で維持する。 

 

３．取組内容・実施時期 

  ・部署（グループ）ごとに年次有給休暇取得率を社内掲示する。【年度初め】 

  ・部署ごとに年次有給休暇を取得するよう相互に声掛けをする。【都度】 

 

  

 

以上 


